
 

  

輸入畜産物消毒講習要領について 

平成３年12月27日 ３動検甲第1687号  

平成18年12月12日  １８動検第 890号一部改正 

 

 動物検疫業務につきましては、種々御協力を頂き感謝したします。 

 さて、輸入畜産物の消毒については、先般、総務庁により実施された行政監察において所

有者が実施することを推進する必要がある旨勧告を受け、これにより、今般、「輸入畜産物の

消毒実施要領」（平成３年12月27日付け３動検甲第1686号）を定めたところであります。 

 これに伴い、同要領の５に規定する「輸入畜産物消毒講習要領」を別添のとおり定めまし

たので、御理解を頂くとともに、貴会員に周知方お願いします。 

 

 

別 添 

輸入畜産物消毒講習要領 

１ 目的 

  動物検疫所において、輸入畜産物の消毒実施要領（平成３年12月27日付け３動検甲第1686

号）の５に規定する輸入畜産物消毒講習（以下「講習」という。）を円滑、かつ、斉一に実

施するため、この要領を定める。 

２ 講習の実施者 

(1) 講習の実施者は、動物検疫所長（支所長を含む。以下同じ。）とする。 

(2) 動物検疫所長は、当該動物検疫所の職員のうちから講習の講師を指名するものとする。 

  ただし、講師を指名する場合において、当該動物検疫所の職員のうちに適当な者がいな

い場合には、動物検疫所長は当該動物検疫所の職員以外の者であって当該講習内容にふ

さわしい者に依頼するものとする。 

３ 講習の内容等 

(1) 講習の内容は、次のとおりとし、時間は３時間とする。 

ア 動物検疫の概要及び輸入畜産物の検疫に関する法令 

イ 消毒効果 

ウ 輸入畜産物消毒の実施 



 

  

(2) 前項の講習の内容のうち「輸入畜産物消毒の実務」は、次のとおりとする。 

ア ホルムアルデヒドガスくん蒸 

(ア)天幕くん蒸 

(イ)はしけくん蒸 

(ウ)倉庫くん蒸 

(エ)コンテナーくん蒸 

(オ)ＳＫくん蒸 

イ 酸化エチレンガスくん蒸 

ウ 噴霧・浸漬消毒等 

４ 講習受講者 

  受講者は、輸入畜産物消毒の実務に従事しようとする者とする。 

５ 講習期日の通知 

  動物検疫所長は、講習の実施に先立ち、講習の期日を定め、輸入畜産物に関する消毒業者

その他の関係者に通知するものとする。 

６ 講習受講申込み 

  受講希望者は、講習受講申込書（別記様式１）に記入の上、別途通知する日までに動物検

疫所長に提出するものとする。 

７ 受講票の交付 

  動物検疫所長は、受講申込書の提出があった場合には受講者に対し、受講票（別記様式２）

を交付するものとする。 

８ 受講証の交付 

  動物検疫所長は、講習を受講した者に対して、輸入畜産物消毒講習受講済証（別記様式３）

を交付し、受講者名簿（別記様式４）に記載するものとする。 

  動物検疫所長は、受講証の交付を受けた者を輸入畜産物消毒実施者として認めるものとす

る。 

 



別記様式１

輸入畜産物消毒講習受講申込書

年 度 平成 年度 受講番号 ．No

ふりがな 平成 年 月 日生

氏 名 昭和

住 所

所属事業所 電話

事業所所在地

特 定 化 学 物 質 等 作 業 主 任 者 技 能 講 習 終 了 の 有 無 有 無

平成 年 月 日

法人の場合には、その

申込者氏名 印

名称及び代表者の氏名

動物検疫所（支所）長 殿

（注）受講番号以外の欄について記入すること。

記入注意 氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。

（別添）



別記様式２

輸入畜産物消毒講習受講票

年 度 平成 年度 受講番号 ．No

ふりがな 平成 年 月 日生

氏 名 昭和

所属事業所

出欠確認印

期 日 ：

ところ ：

動物検疫所（支所）長

(注)この受講票は、受講当日持参の上、動物検疫所職員の出欠確認を受けてください。



別記様式３

輸入畜産物消毒講習受講済証

年 度 平成 年度 第 号

ふりがな

氏 名

所属事業所 電話

事業所所在地

上記の者は、輸入畜産物消毒講習要領に基づく平成 年度輸入畜産物消毒講習を

受講したことを証します。

平成 年 月 日

動物検疫所（支所）長



別記様式４

受 講 済 者 名 簿

受講済 受講年月日
氏 名 生年月日 所 属 先 名

証番号 及 び 備 考


